
　

奈
良
県
は
多
く
の
歴
史
文
化
遺

産
と
一
体
を
な
す
歴
史
的
風
土
と

自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
地
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
貴
重
な
自
然
・
歴
史

景
観
と
調
和
し
た
屋
外
広
告
景
観

を
創
造
す
る
た
め
、
つ
ぎ
の
取
り

組
み
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

○
景
観
を
阻
害
し
て
い
る
違
反
屋

外
広
告
物
の
追
放

○
屋
外
広
告
物
条
例
の
遵
守
及
び

屋
外
広
告
物
制
度
の
周
知
・
啓

発
○
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
美
し
い

景
観
づ
く
り
の
推
進

○
周
囲
の
景
観
に
配
慮
し
た
屋
外

広
告
物
の
掲
出

☆
な
お
、
屋
外
広
告
業
を
営
む
場

　

合
は
県
知
事
の
登
録
が
必
要
で

　

す
。
看
板
な
ど
の
設
置
の
際
は

必
ず
登
録
事
業
者
に
依
頼
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
屋
外
広
告
物

を
掲
出
す
る
場
合
は
、
市
長
の

許
可
が
必
要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

ま
ち
づ
く
り
計

画
課
（　
内
線
３
３
０
）
へ

　

10
月
１
日
（
火
）
現
在
で
、
総

務
省
所
管
の
住
宅
・
土
地
統
計
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
国
や
地
方
公
共

団
体
が
実
施
す
る
住
宅
政
策
な
ど

を
企
画
・
立
案
す
る
う
え
で
重
要

な
指
標
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

９
月
上
旬
に
国
か
ら
指
定
さ
れ

た
地
域
（
市
内
３
分
の
１
が
該
当
）

を
調
査
員
が
巡
回
し
、
住
宅
の
有

無
を
確
認
し
ま
す
。

　

そ
の
地
域
か
ら
対
象
と
な
っ
た

世
帯
に
は
、
再
度
調
査
員
が
９
月

下
旬
頃
調
査
票
を
持
っ
て
伺
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
、
調
査
票
は
、
統
計
法
に

よ
り
厳
重
に
秘
密
が
守
ら
れ
、
統

計
作
成
の
目
的
以
外
に
は
一
切
使

用
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
り
の
ま
ま

を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ　

商
工
課
（　
内

線
２
８
３
）
へ

　

消
防
本
部
で
は
、
出
火
の
可
能

性
が
あ
る
製
品
情
報
を
「
山
辺
広

域
行
政
事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

消
防
本
部
啓
発
ペ
ー
ジ
」
に
随
時

掲
載
し
、
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

該
当
製
品
を
お
持
ち
の
人
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
製
造
者
へ
直

接
問
い
合
わ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

◇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　
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◆
問
い
合
わ
せ　

天
理
消
防
署
警

防
係
（　
６
２―

３
３
２
２
）

へ

　

皆
さ
ん
の
周
り
で
高
齢
者
や
障

害
者
に
対
す
る
い
じ
め
や
い
や
が

ら
せ
、
虐
待
な
ど
人
権
侵
害
が
起

き
て
い
る
の
で
は…

と
思
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、

一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、

高
齢
者
や
障
害
者
の
皆
さ
ん
が
毎

日
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
人
権
に
関
わ
る
さ
ま
ざ

ま
な
相
談
電
話
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

で
お
受
け
し
ま
す
。
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◇
期
間
・
時
間

　

９
月
９
日(

月)

～
15
日(

日)

・
平
日　

８
時
30
分
～
19
時

・
土
／
日
曜
日　

10
時
～
17
時

◇
相
談
員　

奈
良
地
方
法
務
局
職

員
及
び
県
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
人
権
擁
護
委
員

☆
相
談
は
無
料
で
秘
密
厳
守
し
ま

す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

全
国
共
通
ナ
ビ

ダ
イ
ヤ
ル
（　
０
５
７
０―

０

　

０
３―

１
１
０
）
へ

☆
お
か
け
に
な
っ
た
電
話
は
、
最

寄
り
の
法
務
局
・
地
方
法
務
局

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

休
日
の
ひ
と
と
き
、
親
子
で
楽

し
く
遊
び
ま
し
ょ
う
。

　

日
頃
、
仕
事
で
な
か
な
か
子
ど

も
と
遊
ぶ
時
間
が
と
れ
な
い
お
父

さ
ん
も
、
一
緒
に
遊
び
に
来
て
く

だ
さ
い
。

◇
日
時　

10
月
19
日
（
土
）
９
時

30
分
～
11
時
30
分

◇
場
所　

す
こ
や
か
ホ
ー
ル

◇
対
象　

０
歳
～
就
学
前
の
子
ど

も
と
そ
の
保
護
者
（
必
ず
保
護

者
同
伴
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
）

◇
定
員　

先
着
15
組
（
無
料
）

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

９
月

９
日
（
月
）
か
ら
電
話
で
児
童

福
祉
課
（　
内
線
２
３
８
）
へ

　

お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
、
み
ん

な
で
一
緒
に
遊
び
ま
せ
ん
か
？

　

子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
人
も
、

参
加
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

10
月
７
日
（
月
）
10
時

～
11
時
15
分

◇
場
所　

井
戸
堂
公
民
館

◇
内
容　

手
遊
び
や
ふ
れ
あ
い
遊

　

び
・
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
な
ど
☆

当
日
参
加
も
で
き
ま
す
。

☆
下
靴
を
入
れ
る
袋
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

☆
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ｅ
古
都
な

ら
」
電
子
申
請
可
（
要
登
録
）

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

児
童

福
祉
課
（　
内
線
２
３
８
）
へ

　

山
深
い
山
田
の
地
で
、
今
年
も

い
や
し
の
月
を
観
賞
し
、
秋
の
夜

を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

　

お
抹
茶
と
点
心
に
て
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

◇
日
時　

９
月
15
日（
日
）
18
時
～

◇
場
所　

山
田
公
民
館
運
動
場

◇
参
加
費　

５
０
０
円

◆
問
い
合
わ
せ　

山
田
公
民
館（　

６
９―

２
０
１
２
）
へ

14

くらしの情報File

お
知
ら
せ

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
害
者

の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」

出
火
の
可
能
性
が
あ
る
製
品

情
報
に
つ
い
て

９
月
10
日
は
「
屋
外
広
告
の
日
」

平
成
25
年
住
宅
・
土
地
統
計

調
査
に
ご
協
力
を

催　
　

し

出
前
保
育 

み
ん
な
で
遊
ぼ
う

土
曜
子
育
て
サ
ロ
ン

第
19
回　

山
田
観
月
会

　９月30日（月）をもちまして、市役

所地下食堂の営業を終了いたします。

◆問い合わせ　人事課(　内線435)へ

市役所地下食堂の営業を

終了します


